
協議の進め方と今後のスケジュールについて

１ 委員会の所掌事項

委員会の所掌事項は、森林環境譲与税の活用に関することについて検討し、そ

の検討結果を町長に報告することとしています。

２ 協議の進め方

今回の検討委員会に向けて、委員の皆様から事前に書面で意見をいただいてい

ます。この意見をとりまとめて、報告をしていただきます。

３ 今後のスケジュール

●令和５年度

２月中旬 検討結果の報告（委員長、副委員長）

２月下旬 活用方針決定

●令和６年度～

８月頃 第１回検討委員会・・・事例研究、次年度に向けての検討

１０月頃 第２回検討委員会・・・前年度決算（使途状況）報告

次年度に向けての意見集約

１１月頃 検討結果の報告


